
こ
れ
ま
で
の
経
緯

地
方
分
権
の
進
展
に
よ
り
、
地
方
自
治
体
の
自
主
的
な
決
定
と
責
任
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る

中
、
二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
議
会
も
、
そ
の
役
割
と
責
任
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
な
も

の
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
須
恵
町
議
会
で
は
議
会
運
営
委
員
会

が
中
心
と
な
っ
て
議
会
改
革
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
よ
り
改
革
を
進
め
る
た
め
に
、
議
会
改
革

調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
様
々
な
検
討
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。

令
和
７
年
３
月
定
例
会
に
お
い
て
制
定

議
会
改
革
調
査
特
別
委
員
会
で
は
、
町
民

の
声
を
広
く
聴
く
た
め
に
、
議
会
報
告
会
を

兼
ね
た
「
未
来
予
想
図
カ
フ
ェ
」
を
企
画
し

ま
し
た
。
ま
た
、
予
算
審
査
に
お
い
て
、
よ

り
理
解
を
深
め
る
た
め
事
業
カ
ル
テ
な
ど
の

資
料
を
執
行
部
に
求
め
、
令
和
７
年
３
月
定

例
会
か
ら
活
用
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
３
月
定
例
会
の
最
終
本
会
議
に

お
い
て
、
委
員
会
発
議
と
し
て
提
案
し
、
須

恵
町
議
会
基
本
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

委
員
会
か
ら

議
会
改
革
調
査
特
別
委
員
会
に

お
い
て
、
調
査
、
協
議
を
重
ね
制

定
し
た
議
会
基
本
条
例
は
、
そ
の

理
念
を
全
議
員
が
共
有
し
ま
す
。

議
員
の
構
成
に
変
更
が
あ
っ
て

も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
議
会
の
基

本
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

議
会
活
動
を
さ
ら
に
活
性
化
し
、

議
会
で
の
議
論
を
充
実
さ
せ
る
と

と
も
に
、
よ
り
町
民
に
開
か
れ
た

議
会
と
す
る
た
め
、継
続
し
て
「
未

来
予
想
図
カ
フ
ェ
」
を
開
催
す
る

な
ど
、
情
報
公
開
と
町
民
参
加
の

推
進
に
努
め
ま
す
。
併
せ
て
、
議

会
改
革
と
自
己
研け

ん

鑽さ
ん

を
継
続
し
、

公
平
公
正
な
議
会
運
営
を
徹
底
す

る
こ
と
に
よ
り
、
町
民
の
信
頼
と

負
託
に
的
確
に
応
え
る
議
会
で
あ

り
続
け
る
こ
と
を
目
指
し
て
ま
い

り
ま
す
。

議
会
基
本
条
例
と
は

議
会
運
営
の
原
則
や
町
民
と
議
会
、
議
会

と
町
長
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
議
会
の
基

本
姿
勢
を
明
文
化
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
内

容
は
、
こ
れ
ま
で
町
議
会
が
積
み
重
ね
て
き
た

議
会
改
革
の
成
果
を
集
約
し
た
も
の
で
も
あ

り
、
町
民
福
祉
の
向
上
と
町
政
の
発
展
に
寄

与
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

須
恵
町
議
会
基
本
条
例
を
制
定

須恵町議会改革の経過

H30 9 タブレット議会開始
（ペーパーレス化開始）

R4 3
議員定数の削減（条例改正）

長期欠席議員の報酬減額（条例制定)

R5

9
須恵町議会映像配信開始（ライブ・録画配信）

議会改革調査特別委員会の設置

11 議会運営委員会視察

12
議会報告会について協議開始

一般質問に一問一答方式を採用

R6

1 近隣町に予算・決算審査について視察

5 町執行部と予算（決算）委員会審査における提出資料
充実について要望書提出

10 未来予想図カフェ（議会報告会）の開催
R7 3 須恵町議会基本条例制定

タブレット議会より
ペーパーレス化を図っています

議会報告会を兼ねた
「未来予想図カフェ」
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前 文
須恵町議会（以下「議会」という。）は、須恵町民（以

下「町民」という。）から選挙で選ばれた須恵町議会
議員（以下「議員」という。）で構成され、同じく町
民から選挙で選ばれた須恵町長（以下「町長」という。）
とともに、須恵町の代表機関である。 町民の信託を
受けて活動するこの二つの代表機関は、健全な緊張
関係を持ちながら、議会は合議制の議事機関として、
町長は独任性の機関として、それぞれの特性を活か
し、愛する郷土の発展のため、須恵町民憲章を基軸
として、町民福祉の向上を図るために活動するもの
である。 地方分権の時代を迎え、自治体の自主的な

決定と責任の範囲が拡大した今日において、これま
で以上に議会が果たす役割と責任は大きい。われわ
れ議員は、地方自治法（昭和22年法律67号。以下「法」
という。）の定めを遵

じゅんしゅ

守するとともに、積極的な情報
の発信と公開、議員間の自由な討議の展開、町長等
の行政機関との継続的な緊張保持、議員の自己研

け ん

鑽
さ ん

と資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を
支える体制の整備等を実践し、町民に信頼され、存
在感のある豊かな議会を築くため、ここに須恵町議
会基本条例を制定する。

須恵町議会基本条例

解 説
以前から、地方議会への批判的な意見は多く、改

善を問われてきました。そこで、約20年前から始まっ
たのが「議会基本条例」の制定の動きであり、いま
や制定済の地方議会が大多数です。

須恵町議会としても、町人口の増加や行政の果た
すべき役割の大きさを考え、議会と執行部の関係性、

議員の活動原則、そして議会からの発信・町民との
意見交換の充実などが求められる、と結論し、「須恵
町議会基本条例」の制定となりました。

今後、須恵町議会はこの条例を通じて、町民の声
に耳を傾け、政治の質を向上させるために努力して
いくことを決意し、町民の期待に応えてまいります。

条文概要
第１章　総則第１章　総則
　第１条　（目的）　第１条　（目的）
第２章　議会及び議員の活動原則第２章　議会及び議員の活動原則
　第２条　（議会の活動原則）　第２条　（議会の活動原則）
　第３条　（議員の活動原則）　第３条　（議員の活動原則）
　第４条　（議会改革の推進）　第４条　（議会改革の推進）
　第５条　（交流及び連携の推進）　第５条　（交流及び連携の推進）
第３章　町民と議会の関係第３章　町民と議会の関係
　第６条　�（町民参加及び町民との　第６条　�（町民参加及び町民との

連携）連携）
　第７条　（議会広報の充実）　第７条　（議会広報の充実）
第４章　議会と行政の関係第４章　議会と行政の関係
　第８条　�（町長等と議会及び議員　第８条　�（町長等と議会及び議員

の関係）の関係）
　第９条　�（町長による政策等の形　第９条　�（町長による政策等の形

成過程の説明）成過程の説明）

　第10条　�（予算・決算における政　第10条　�（予算・決算における政
策説明資料の作成）策説明資料の作成）

　第11条　（議決事件の追加）　第11条　（議決事件の追加）
第５章　自由討論の拡大第５章　自由討論の拡大
　第12条（自由討議の推進）　第12条（自由討議の推進）
第６章　委員会第６章　委員会
　第13条　（常任委員会等の設置）　第13条　（常任委員会等の設置）
　第14条　（災害対策本部の設置）　第14条　（災害対策本部の設置）
第７章　�議会及び議会事務局の体制第７章　�議会及び議会事務局の体制

整備整備
　第15条　（議員研修の充実強化）　第15条　（議員研修の充実強化）
　第16条　（議会図書室）　第16条　（議会図書室）
　第17条　（議会事務局の体制整備）　第17条　（議会事務局の体制整備）

第８章　議員の政治倫理第８章　議員の政治倫理
　第18条　（議員の政治倫理）　第18条　（議員の政治倫理）
第９章　議員報酬等の特例第９章　議員報酬等の特例
　第19条　�（長期欠席議員の議員報　第19条　�（長期欠席議員の議員報

酬の減額）酬の減額）
第10章　最高規範性及び見直し手続第10章　最高規範性及び見直し手続
　第20条　（最高規範性）　第20条　（最高規範性）
　第21条　（見直し手続き）　第21条　（見直し手続き）
　第22条　（委任）　第22条　（委任）
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